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輸出用木材こん包材登録こん包材生産者
同　意　書
　輸出用木材こん包材消毒実施要領（平成15年10月16日付、15消安第2489号）（以下、「実施要領」という。）第４の４並びに一般社団法人全国木材検査・研究協会（以下、「全木検」という。）輸出用木材こん包材取扱業務規則（以下、「業務規則」という。）第10条に基づき、実施要領第８の１及び第８の２並びに業務規程第26条に掲げられている下記の事項を生じせしめたときは、登録こん包材生産者の登録の取消し等の措置を受けることに同意するとともに、登録の取消し措置を受けた場合又は登録こん包材生産者の登録を廃止する場合は、所有する輸出用こん包材に標章を表示するためのスタンプ等標章表示器具の全てを、全木検に譲渡・送付することに同意します。
記
1. 不適合な消毒処理済みの標章表示が行われた場合
2. 業務規則第29条又は第30条で定めた実地調査を、適切な理由なく拒否した場合
3. 実施要領第７の７並びに業務規則第27条第９項で、全木検に報告が義務付けられている「登録こん包材生産者標章表示実績報告書」の報告を、怠った場合又は虚偽の報告をした場合
4. 検査員の指導に従わなかった場合
以　上
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